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政
府
を
批
判
す
る
意
見
広
告
に
賛
同
人
と
し
て
署
名
し
た
政
府
職
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
四
月
十
七
日
の
毎
日
新
聞
に
、
谷
内
正
太
郎
政
府
代
表
が
毎
日
新
聞
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
、
北
方
領
土
問
題
に

つ
き
、
「
個
人
的
に
は
三
・
五
島
で
も
い
い
と
考
え
て
い
る
」
と
、
谷
内
代
表
と
し
て
、
歯
舞
、
色
丹
、
国
後
、
択
捉
の
我
が

国
へ
の
帰
属
を
確
認
し
、
ロ
シ
ア
と
の
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
従
来
の
政
府
方
針
と
異
な
り
、
北
方
四
島
の
面
積
を
折

半
す
る
と
い
う
方
法
を
も
っ
て
、
同
問
題
の
最
終
的
解
決
を
目
指
す
べ
き
と
の
発
言
（
以
下
、
「
谷
内
発
言
」
と
い
う
。
）
を

し
た
と
報
じ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
年
五
月
十
一
日
付
の
産
経
新
聞
八
面
に
、
「
谷
内
発
言
」
を
受
け
、
日
ロ
関
係

の
有
識
者
や
元
島
民
ら
が
代
表
者
、
賛
同
人
と
し
て
名
を
連
ね
た
、
「
緊
急
ア
ピ
ー
ル

対
露
領
土
交
渉
の
基
本
的
立
場
を
崩

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
題
す
る
意
見
広
告
（
以
下
、
「
意
見
広
告
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
意
見
広
告
」
で
は

「
日
本
政
府
の
首
脳
が
、
初
め
て
四
島
返
還
と
い
う
対
露
外
交
の
基
軸
を
否
定
す
る
か
の
ご
と
き
発
言
を
し
た
わ
け
で

す
。
」
、
「
麻
生
首
相
や
谷
内
政
府
代
表
の
発
言
は
、
あ
ま
り
に
も
軽
率
な
発
言
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
」
、

「
わ
た
く
し
ど
も
は
、
政
府
の
首
脳
お
よ
び
一
部
関
係
者
の
一
連
の
不
用
意
な
発
言
を
深
く
憂
慮
し
、
こ
れ
ら
の
発
言
に
よ
っ

て
日
本
の
国
益
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
失
を
蒙
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
日
本
政
府
が
対
露
外
交
の
原
点
を
再
確
認
し

て
、
今
後
そ
の
基
本
的
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。
」
等
と
、
「
谷
内
発
言
」
を
行
っ
た
谷
内
代
表
は
じ
め
、

一



政
府
の
最
高
首
脳
で
あ
る
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
を
名
指
し
し
、
政
府
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
政
府

職
員
で
あ
る
小
川
郷
太
郎
外
務
省
参
与
・
イ
ラ
ク
復
興
支
援
担
当
大
使
が
賛
同
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。
右
と
「
政
府
答

弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
九
二
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
小
川
氏
に
つ
い
て
「
御
指
摘
の
者
は
、
現
在
、
外
務
省
参
与
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
復
興
支
援
等
調
整

業
務
等
に
従
事
す
る
期
間
、
大
使
の
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
氏
は
国
家
公
務

員
、
つ
ま
り
政
府
職
員
で
あ
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。
確
認
を
求
め
る
。

二

今
次
小
川
氏
が
「
意
見
広
告
」
に
賛
同
人
と
し
て
署
名
す
る
こ
と
に
つ
き
、
同
氏
よ
り
政
府
、
特
に
外
務
省
に
対
し
て
事

前
に
届
出
は
な
さ
れ
て
い
た
か
。
も
し
く
は
、
事
前
に
政
府
の
許
可
を
得
て
い
た
か
。

三

政
府
と
し
て
、
小
川
氏
が
「
意
見
広
告
」
に
賛
同
人
と
し
て
署
名
す
る
こ
と
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
事
後
に

知
っ
た
の
か
。

四

三
で
、
政
府
と
し
て
事
前
に
知
っ
て
い
た
の
な
ら
、
「
意
見
広
告
」
が
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
に
、
政
府
よ
り
小

川
氏
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
た
か
。

五

政
府
と
し
て
、
事
後
に
知
っ
た
の
な
ら
、
「
意
見
広
告
」
が
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
て
か
ら
、
小
川
氏
に
対
し
て
何
ら
か

二



の
意
見
を
伝
え
た
か
。

六

二
〇
〇
七
年
十
二
月
二
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
二
八
号
）
で
は
、
政
治
的
活

動
に
つ
い
て
「
政
治
的
活
動
と
は
、
政
治
上
の
主
義
若
し
く
は
施
策
を
推
進
し
、
若
し
く
は
支
持
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
反
対

す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
行
為
を
指
す
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
答

弁
書
で
は
、
国
家
公
務
員
、
つ
ま
り
政
府
職
員
が
政
治
的
活
動
を
行
う
際
に
受
け
る
制
限
に
つ
い
て
「
国
家
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
二
条
第
一
項
並
び
に
人
事
院
規
則
一
四－

七
（
政
治
的
行
為
）
第
五
項
及
び
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
が
、
お
尋
ね
の
『
デ
モ
や
集
会
な
ど
の
政
治
的
活
動
』
に
参
加
す
る
際
に
、
特
定

の
政
党
を
支
持
し
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
等
の
目
的
（
以
下
「
政
治
的
目
的
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
示
威
運
動
を
指
導
す

る
こ
と
、
集
会
で
公
に
政
治
的
目
的
を
有
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
等
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
政
府
職
員
が
「
意
見
広
告
」
に
賛
同
人
と
し
て
署
名
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
活
動
に
該
当
す
る
か
。

七

「
政
府
答
弁
書
」
で
政
府
は
、
「
意
見
広
告
」
に
つ
い
て
「
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
意
見
広
告
は
、
北
方
領
土
問
題

に
関
す
る
我
が
国
の
基
本
的
立
場
に
対
す
る
強
い
支
持
を
示
し
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
」
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る
が
、
政

府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
基
本
的
立
場
に
対
し
て
強
い
支
持
を
示
し
て
い
る
と
認
識

三



し
て
い
る
「
意
見
広
告
」
に
賛
同
人
と
し
て
署
名
す
る
こ
と
を
、
小
川
氏
を
含
む
政
府
職
員
に
奨
励
し
て
い
る
か
。

八

七
で
、
奨
励
し
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
「
意
見
広
告
」
が
「
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
基
本

的
立
場
に
対
す
る
強
い
支
持
を
示
し
た
も
の
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
政
府
職
員
に
対
し
て
賛

同
人
と
し
て
署
名
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
奨
励
す
る
こ
と
を
し
て

い
な
い
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

九

「
意
見
広
告
」
に
賛
同
人
と
し
て
署
名
す
る
際
は
、
協
賛
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
小
川
氏
も
右
の
協

賛
金
を
支
払
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。
確
認
を
求
め
る
。

十

小
川
氏
が
支
払
っ
た
協
賛
金
は
、
政
府
、
特
に
外
務
省
の
公
金
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
と
も
、
小
川
氏
が
個
人

と
し
て
支
払
っ
た
も
の
か
。

十
一

十
で
、
小
川
氏
が
支
払
っ
た
協
賛
金
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
の
公
金
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ど
の
予
算
項
目
か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

十
二

十
で
、
小
川
氏
が
支
払
っ
た
協
賛
金
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
の
公
金
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
適
切
な
支
出
で
あ
る
か
。
政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
如
何
。

四



右
質
問
す
る
。

五


